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第１章 計画の目的等 

１－１ 目的 
神川町が保有する建物系施設及びインフラ系施設にかかる改修及び更新費は、平成

27（2015）年から平成 72（2060）年の 46 年間で 643 億円と推計され、１年あ

たりでは 14 億円となります。 

これに対し公共施設等の改修及び更新に充てられる平年での財源の上限は、平成 18

（2006）年度から平成 26（2014）年度の維持補修費及び普通建設事業費の実績の

平均値から 5.3 億円と算出されます。 

このため、今後公共施設等に必要な費用に対して、充当可能な財源が年間約 8.7 億

円不足すると推計されます。 

 

出典：神川町公共施設等総合管理計画 

 

図１－１ 今後 46 年の改修及び更新費用の推計 

 

 

将来の人口見通しや財政状況を踏まえると、現在神川町が保有する公共施設を、将来

にわたって全て維持し続けていくことは困難な状況にあります。 

本計画は、「神川町公共施設等総合管理計画」で定めた各施設の目標に基づき、将来

にわたって公共サービスを維持していくため、今ある公共施設の集約化や複合化等によ

る保有量の適正化についての方向を定めることを目的としています。 

  

 
46 年間推計費用総額  643  億円 

1 年あたり推計費用      14  億円 

1 年あたり実績費用       5.3 億円 

1年あたり不足額 8.7億

円  
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出典：神川町公共施設等総合管理計画 

 

図１－２ 公共施設マネジメントの目標 

  

公共施設マネジメントの目標 

前提 ：統合・廃止等による保有量の縮減 

目標③：管理運営及び維持更新に係る費用の抑制 

目標①：安全性・機能性の確保 

目標②：将来の人口動態、需要に見合った供給 

公共サービスの健全な経営 

前提  ：統合・廃止等による保有量の縮減 
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１－２ 位置づけ 
本計画は、「神川町公共施設等総合管理計画」を受け、公共施設の保有量の適正化に

ついて方向性を定めるものです。 

策定後は、施設の長期保全について、本計画と整合を図りながら実施していくことと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 計画の位置づけ 

 

  

 

神川町公共施設等総合管理計画 
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１－３ 対象期間及び削減目標 
対象期間 

本計画の計画期間は、「神川町公共施設等総合管理計画」の計画期間との整合を図り、

41 年間（2019 年度から 2060 年度）とします。このうち、第 1 期（計画期間：2019

年度から 2028 年度）、第 2 期（計画期間：2029 年度から 2038 年度）で実施する

施策を示します。 

今後は、概ね 10 年ごとに計画の進捗状況や社会情勢・財政状況の変化などを踏まえ、

見直しを行います。 

 
 

図１－４ 計画期間 

 

 

削減目標 

第１期における公共施設の延床面積の削減目標は、次のとおりです。 

 

第１期の削減目標 約 20％ 

 

第２期の削減目標については、第１期での結果を踏まえ、計画見直し時に改めて設定

します。 

  

公共施設等 
総合管理計画 

公共施設 
再配置計画 【第 1期】 

計画期間：10年 

【第 2期】 

計画期間：10年 
【第 3期】 

計画期間：10年 

 

計画期間：46年 

【第 4期】 
計画期間：11年 

2015年度 2060年度 

2019年度 2029年度 2039年度 2049年度 2060年度 
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第２章 再配置方針 

２－１ 施設の配置状況 
施設区分の設定 

公共施設は、公共サービスを利用する対象者によって、特性や条件が異なります。そ

こで、対象者別に施設を区分して、適正配置の方針を検討します。 

施設区分の考え方は、次のとおりです。 

 

表 ２-１ サービス対象者による施設区分 

施設区分 施設の特性 

地区利用施設 

 

地区にお住まいの住民の利用が主となる施設です。 

地区の生活に密着したサービスを提供します。 

全域・広域利用施設 《全域利用施設》 

町全域単位で設置される施設です。 

全町民を利用対象としたサービスを提供します。 

《広域利用施設》 

周辺自治体の住民や観光客などの広域的な不特定多数の

方々が利用できる施設です。 

 

 

対象施設 

本計画の対象となる公共施設の施設区分及び分類は、次ページのとおりです。（公園

緑地除く） 

なお、公共施設等総合管理計画策定後に取り壊した施設（予定を含む）やインフラ系

施設（上水道関連施設、下水道関連施設、道路・橋梁など）は、本計画の検討から除く

ものとします。 

 

検討除外施設 

〇インフラ系施設 

公衆衛生施設（上水道関連、下水道関連） 

道路・橋梁など 
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表 ２-２ 対象施設一覧 

公共施設等総合管

理計画の分類 

再配置計画 

評価分類 

管理運営 

主体 
全域・広域利用施設 

地区利用施設（所在地別） 

丹荘地区 青柳地区 渡瀬地区 神泉地区 

行政施設 役場庁舎 町 神川町役場     

町 神泉総合支所     

防災関連施設 消防団車庫・詰所 町    第１分団車庫兼詰所  

町   第２分団車庫兼詰所   

町   第３分団車庫兼詰所   

町  第４分団車庫兼詰所    

町  第５分団車庫兼詰所    

町     第６分団車庫兼詰所 

町     第７分団１班車庫 

町     第７分団２班車庫兼詰所 

町     第７分団３班車庫兼詰所 

町     第７分団３班車庫 

町   消防車庫（二ノ宮）   

町    旧第１分団車庫・詰所  

町  旧第４分団車庫・詰所    

消防小屋 町     宇那室自衛消防小屋 

町     住居野自衛消防小屋 

町   小浜自衛消防小屋   

器具置場 町   新宿消防器具置場   

水防小屋 町   水防小屋（二ノ宮）   

町   水防小屋（新里）   

無線中継局 町 防災行政無線中継局     

教育施設 小学校 町  丹荘小学校    

町   青柳小学校   

町    渡瀬小学校  

町     神泉小学校 

中学校 町 神川中学校     

学校給食センター 町 学校給食センター     

幼稚園 町 神川幼稚園     

医療福祉施設 保育所 町 丹荘保育所     

町 青柳保育所     

保健衛生施設 町 神川町保健センター     

福祉施設 町 神川町総合福祉センター     

国保診療所 町 神川町国民健康保険診療所     

公営住宅 公営住宅 町 町営渡瀬住宅     

町 町営中居住宅     

体育施設 体育施設 町 阿久原グラウンド     

町 神川町Ｂ＆Ｇ海洋センター     

産業振興観光施設 農業施設 その他 農産物加工センター     

その他 農林産物集出荷貯蔵施設     

観光施設 その他 地域振興施設神泉     

その他 矢納フィッシングパーク     

町 婦人・若者等活動促進施設     

町 町営神流湖テニスコート     

その他 地域振興施設ありの実     

宿泊施設 指定管理 冬桜の宿神泉     

その他公園 指定管理 城峯公園     
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対象施設一覧（続き） 

公共施設等総合管

理計画の分類 

再配置計画 

評価分類 

管理運営 

主体 
全域・広域利用施設 

地区利用施設（所在地別） 

丹荘地区 青柳地区 渡瀬地区 神泉地区 

コミュニティ施設 公民館 町 神川町中央公民館     

町 ふれあいセンター     

コミュニティ施設（全域） 町 多目的交流施設  池田集会所   

コミュニティ施設 行政区   新里多目的集会所   

行政区   新里前組集会所   

行政区   中新里集会所   

行政区   小浜集会所   

行政区  貫井集会所    

行政区  植竹集会所    

行政区  関口集会所    

行政区  四軒集会所    

行政区  八日市集会所    

行政区  八日市東部集会所    

行政区  三原集会所    

行政区    渡瀬コミュニティ集会所  

行政区    渡瀬 21 区集会所  

行政区     桜城集会所 

行政区     池尻集会所 

行政区     貫井・幹沢集会所 

行政区     中居集会所 

行政区     町営中居住宅集会所 

行政区     林・小倉集会所 

行政区     日向・門野集会所 

行政区     寺内集会所 

行政区     住居野集会所 

行政区     手津久集会所 

行政区     高牛・浜の谷集会所 

行政区     宇那室集会所 

コミュニティ施設（その他） 町 下阿久原バス停     

町 矢納上鳥羽トイレ     

町 矢納上鳥羽車庫     

町 住居野トイレ（入口）     

町 住居野トイレ（奥）     

町 上阿久原林トイレ     

町 上阿久原丹生神社トイレ     

町 鳥羽バス亭     

町 東屋     

町 冬桜の宿神泉バス停     

町 浜の谷バス停     

町 中新里ゲートボール場     

町 丹荘駅前障害者対応トイレ     

文化施設 学習施設 町 就業改善センター     

町 神泉定住促進センター（ステラ神泉）     

町 矢納センター     

文化施設 町 文化財収蔵庫（肥土）     

町 文化財収蔵庫（下阿久原）     

その他普通財産 その他普通財産 町 矢納体育館     

町 旧いずみ幼稚園     

町 二ノ宮集出荷所     

町 ボランティアセンター     

町 植竹駐輪場     

町 下阿久原倉庫     
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２－２再配置の方針 
神川町公共施設等総合管理計画の方向性 

 「神川町公共施設等総合管理計画」（以下、総合管理計画）では、「統合・廃止等に

よる保有量の縮減に関する方針」が定められています。本計画では、その方針に基づ

き、今後の公共施設の再配置の方針を定めます。 

 

・統合・廃止等による保有量の縮減に関する方針 

＜適正な保有量の検証＞ 

公共施設等の縮減すべき量を把握するにあたって、まずは適正な保有量を検証しま

す。 

＜施設評価による運用方針の検討＞ 

公共施設等の保有量を適切に縮減するために、公共施設等マネジメント※を通じて

施設評価を実施し、各施設の今後の運用方針を明確化します。 

 

・建物の安全性及び機能性の確保に関する方針 

＜計画的な修繕、大規模改修、更新等の実施＞ 

廃止すべきと判断された施設のうち安全性が確保された建物については、用途転換

や、民間への売却、貸付、譲渡等を総合的に検討して有効活用を図ります。 

安全性や汎用性の低い建物等、建物の活用または処分が困難である場合には、速や

かに除却して土地の有効活用を図ります。 

 

・需要の変化に適応した公共サービスの提供に関する方針 

公共施設の保有量及び配置、また提供するサービスの内容及び適正な水準等の検証

を行い、公共施設の在り方を検討します。 

施設の統合または廃止にあたっては、保有量の縮減とともに、機能集約による利便

性の向上を図ります。なお施設の統合・廃止に際しては、利用者の交通利便性が確保

されるように配慮します。 

公共施設の保有量の縮減を図るとともに、周辺自治体と相互利用できる施設の拡充

や、民間施設の活用により公共サービスの拡充を図ります。 

合併前から設置され機能が重複する施設は、機能集約により効率的な運営を図りま

す。 

更に PPP/PFI※等により民間のアイディア、ノウハウを積極的に活用したサービス

内容の高度化・充実を図るなど、他自治体や海外の動向にも注視し、集客力を向上す

る施策の検討に努めます。 

※公共施設等マネジメント：地方公共団体が保有している公共施設等（学校、公営住宅、公民館等の公

共施設 及び 道路、橋梁、上下水道等のインフラ系施設）を、自治体経営の視点から総合的かつ

統括的に企画、管理及び利活用する仕組みをいう。 

※PPP：Public Private Partnership（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）の略称。公共サービスの提供に

民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共

サービスの向上を目指すもの。指定管理者制度も含まれる。 

※PFI：Private Finance Initiative（ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ）の略称。公共施設等の建設、維持管理、

運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る

公共事業の手法をいう。  
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再配置の方針 

  公共施設の改修や更新、維持管理や運営に係る財政負担の軽減を目指すため、公

共施設の規模の適正化や効率的かつ効果的な利用促進等、再配置の方針を次のとお

り定めます。 

なお、基本方針の策定にあたっては、町民アンケート調査結果及び住民懇談会の

意見等に留意しています。 

 

 

方針１ 公共による必要不可欠なサービスの見直し 

◆公共で行うサービスを見直し、厳しい財政状況の脱却を目指すとともに、民間によ

るサービスの活用、地元によるサービスの維持などにより、将来にわたって必要と

なるサービスを継続します。 

◆公共による必要不可欠なサービスを「必要最小限の施設量」のもと、「最小のコスト」

で継続していくことを目指します。 

 

 

方針２ まちづくりと整合した施設配置 

◆本町が提供する各分野の公共サービスの継続や、上位関連計画等に位置づけられる

本町のまちづくりの計画に対応するよう、施設の再配置を目指します。 

◆各地区においては、地区の生活の拠点づくりに貢献し、世代間交流等、地区ごとに

必要となる公共サービスを提供できるよう、バランスに配慮した公共施設の再配置

を目指します。 

 

 

方針３ 住民との協働による再配置 

◆計画段階から住民参加による公共施設の再配置を行うとともに、住民の理解・協力

のもと、将来にわたって持続可能なサービスの提供を目指し、具体的な取り組みを

進めていきます。 

◆住民へのわかりやすい情報提供に努め、公共施設の利便性の向上と利用の促進を目

指します。 
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２－３ 再配置の方策 
 再配置の方針を踏まえ、適正配置に向けた具体的な方策を次のとおり定めます。 

 

①《方策１》施設の集約化 

【検討の視点】 

同種・類似の公共サービスを提供する施設について、施設の利用状況やニーズな

どを踏まえ、町全体における各分野の施策展開の効率化を図る視点から集約化を検

討します。 

また、人口減少、人口構造・生活様式の変化に伴う今後のニーズに配慮しつつ、

既存の公共サービスを維持する視点から検討します。 

 

【方法】 

〇既存施設の余剰スペース等に、別の施設の同種・類似の公共サービスを移転し

ます。 

〇既存施設に必要な増改築等の改修を加えた上で、別の施設の同種・類似のサー

ビスを移転します。この場合、増改築後の施設の総量（延床面積）は、集約化

する以前のものよりも小規模なものとします。 

〇新たな場所に施設を設置し、複数の施設の同種・類似の公共サービスを移転し

ます。この場合、新たな施設の総量（延床面積）は、集約化する以前のものよ

りも小規模なものとします。 

 

 

 
図 ２-１ 施設の集約化のイメージ 

  

集約化 
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②《方策２》施設の複合化 

【検討の視点】 

余剰スペース等を有する施設について、異なる公共サービスを提供する各種公共

施設の立地状況や利用状況・ニーズの見通し等を踏まえ、複合化や多目的利用の可

能性について検討します。 

また、施設の複合化、多目的利用を図ることにより、地区のコミュニティ形成や

多様な交流を促進し、にぎわいのある地区づくりを目指します。 

 

【方法】 

〇既存施設の余剰スペース等に、異なる公共サービスを移転します。 

〇既存施設に必要な増改築等の改修を加えた上で、異なる公共サービスを移転し

ます。この場合、増改築後の施設の総量（延床面積）は、複合化する以前のも

のよりも小規模なものとします。 

〇新たな場所に施設を設置し、複数の施設の異なる公共サービスを移転します。

この場合、新たな施設の総量（延床面積）は、複合化する以前のものよりも小

規模なものとします。 

 

 

 

図 ２-２ 施設の複合化のイメージ 

 

  

複合化 
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③《方策３》施設の転用 

【検討の視点】 

建物性能が優れている未利用施設や設置目的と異なる利用がなされている施設、

将来的に施設利用の減少が見込まれる施設ついて、新たなニーズ等を踏まえ、今後

に必要とされる公共サービスの維持、拡充を図るために転用を検討します。 

 

【方法】 

〇他の用途、新規の公共サービスを提供する施設に転換して、建物を継続して利

活用します。 

 

 

図 ２-３ 施設の転用のイメージ 

 

④《方策４》施設規模の縮小 

【検討の視点】 

今後も維持していく必要がある施設について、人口減少、人口構造・生活様式の

変化に伴う今後のニーズを踏まえ、施設規模の縮小による適正化を検討します。 

 

【方法】 

〇集約化・複合化等の可能性がない余剰スペースを削減し、軽量化による耐震強

化を図ります。 

〇原則として、建替え前の既存施設を上回らない規模で施設を更新し、施設の延

床面積の縮小を図ります。 

 

 

図 ２-４ 施設規模の縮小イメージ 
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⑤《方策５》民間施設の活用 

【検討の視点】 

民間施設の有効活用について検討し、施設の整備や維持管理に係るコストの削減

を図ります。 

 

【方法】 

〇公共サービスの全部又は一部を民間の類似施設や余剰施設・スペースに移転す

ることによって、公共施設の総量（延床面積）の適正化を図ります。 

 

 

 

 

図 ２-５ 民間施設の活用イメージ 

 

⑥《方策６》管理運営等の主体の変更 

【検討の視点】 

民間事業者や地域団体等との連携が可能なサービスを有する施設について、管理

運営等の主体の変更について検討します。 

 

【方法】 

〇民間事業者や地域団体等に移管等をすることにより、効率的な維持管理及び運

営を図ります。 

 

 

 

 

図 ２-６ 管理運営等の主体の変更イメージ 
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⑦《方策７》広域的な相互利用 

【検討の視点】 

国・県・近隣自治体の公共施設との連携が可能なサービスを有する施設について、

施設の必要性、利便性等を踏まえ、国・県・近隣自治体の公共施設の広域的な相互

利用について検討します。 

 

【方法】 

〇国・県・近隣自治体と公共サービスが重複している公共施設については、広域

的利用の視点から相互利用（共同利用）や共同設置などによって公共施設の総

量（延床面積）の適正化を図ります。 

 

 

 

図 ２-7 施設の広域的な相互利用のイメージ 

 

⑧《方策８》施設の廃止 

【検討の視点】 

老朽化が著しい更新等の予定のない施設、未利用施設等について、跡地の活用等

を踏まえ、施設の廃止について検討します。 

 

【方法】 

〇施設を廃止した場合、速やかに資産の活用（民間等への貸付・売却・譲渡、建

物取壊し後の跡地活用など）を進め、施設総量（延床面積）の縮減により、維

持管理に係るコストの削減を図ります。 

 

 

図 ２-8 施設の廃止イメージ 

  

同種の施設利用 
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２－４ 施設分類別の再配置の方針 
 施設分類別の再配置の方向性の検討の流れは次のとおりです。 

 

１ 公共施設評価 

①定量的評価 

  公共施設の「運用コスト」、「利用状況」、「建物性能」の指標化により、定量的に評

価します。 

 ②定性的評価 

  施設所管課による自己評価をおこない、公共施設の必要性、公平性・公共性、有効

性、機能性・将来性の特性を定性的に評価します。 

 

２ 立地状況分析 

  GIS（地理情報システム）を用いて、公共施設ごとに公共交通の利便性、災害の危

険性を分析します。 

①公共交通利便性 

  公共交通（鉄道駅、バス停）からの距離を分析します。 

②災害危険性 

  公共施設が浸水想定区域、土砂災害警戒区域に立地しているか分析します。 

 

３ 将来性分析 

  上位関連計画での位置づけ、将来人口動向を把握し、将来のまちづくりの方向性や

人口動向の観点から、施設の将来性について分析します。 

①上位関連計画での位置づけ 

  第２次神川町総合計画での土地利用構想における対象施設の立地状況を把握しま

す。 

②将来人口動向 

公共施設のサービス区分ごとに現在の人口（平成 27（2015）年国勢調査）と将

来の人口（平成 52（2040）年地区レベルの将来人口予測ツール）を年齢 3 区分

別人口（年少人口：0 歳～14 歳、生産年齢人口：15 歳～64 歳、高齢者人口：

65 歳以上）で把握します。 

 

４ 再配置の方向性 

 上記１～３を総合的に評価し、再配置の方向性を検討します。 
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図 ２-9 評価フロー 

  

１ 公共施設評価 

 ①定量的評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②定性的評価 

◆施設のコスト状況 

◆施設の利用状況 

費用対効果評価 

◆建物の老朽化 

◆建物の耐震性能 

◆外壁、屋根・屋上の状況 

◆必要性  

◆公平性・公共性 

◆有効性  

◆機能性・将来性 

施設性能評価 

２ 立地状況分析 

 ①公共交通利便性 

 

 

 

 

 ②災害危険性 

◆鉄道駅からの距離 

◆バス停からの距離 

◆浸水想定区域の該当の有無 

◆土砂災害警戒区域の該当の有無 

３ 将来性分析 

① 上位関連計画での位置づけ 

 

 

 

 ②将来人口動向 

◆土地利用構想における立地状況 

◆平成 27（2015）年と平成 52

（2040）年の人口比較（町全

域、地区別） 

 

４ 再配置の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設評価、立地状況分析、将来性分

析などの結果から再配置に向けた問題・

課題などを整理 

再配置に向けた課題等 

中長期を見据えた目指すべき方向性を

「サービス」、「施設・建物配置」に分け

て整理 

再配置の方向性 

本計画期間中に行う再配置の方策を施

設ごとに整理、さらに第２期に検討す

る方策、施設も明示 

第１期中に検討する 

施設及び方策 
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行政施設 

＜対象施設及び配置状況＞ 

●町行政事務の拠点となる施設として利用されています。 

●神川町役場は、平成 31（2019）年 1 月に新庁舎へ移転しました。旧庁舎につ

いては解体後に駐車場として利活用する予定です。 

●神泉総合支所は、建築後 47 年経過し、建物の老朽化の進行が懸念されます。 

●全域・広域利用施設であり、旧町村単位で配置されています。 

 

表 ２-３ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

神川町役場 町所有 5 4,206.98  2018 直営 新耐震  

神泉総合支所 一部借地 6 1,371.00  1971 直営 未  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●役場に必要とされる機能について再検討し、再編のあり方を検討（施設集約） 

●施設を集約する際には利用者の生活圏を踏まえて適切な配置を検討 

●運営及び管理にあたっては、PPP/PFI や包括的民間委託等の導入による官民連携 

●施設の移転等にあたっては、不要となる施設を除却した上で土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●町民アンケートの結果、神泉総合支所は、神泉地区にお住まいの方の利用が多く、

施設満足度も高い施設です。 

  

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○神泉総合支所は施設性能が劣っています。 

（定性的評価） 

○神泉総合支所は、法令による設置義務はありません。 

（立地状況分析） 

 ○神川町役場は鉄道駅、バス停から徒歩圏に立地しています。 

 ○神泉総合支所は、バス停から徒歩圏に立地していますが、土砂災害警戒区域に該

当しています。 

（将来性分析） 

 ○神川町役場は、積極的な拠点形成を図る拠点整備エリアに位置づけられており、

まちづくり上重要な役割を担っています。 

 ○将来的には人口減少に伴う利用者数の減少が予想されます。 
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（課題等） 

■町の施策や住民生活に係わる施設で、廃止した場合の影響がある施設です。特に

拠点を形成するエリアに位置づけられている神川町役場は、サービスの重要性、

公共交通の利便性を踏まえ、今後も維持し続ける必要があります。 

■平成 18（2006）年の合併により、行政事務サービス機能を有した施設が重複

しています。建築後 47 年経過している神泉総合支所の更新時期に合わせて、適

切な配置や規模を検討する必要があります。 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜行政サービスの維持＞ 

●今後も行政サービス及び防災の拠点として、サービスを継続しま

す。 

施設・建物配置 

＜建物の長期利用＞ 

●住民に行政サービスを提供し、また、災害時には防災拠点となる

重要施設であるため、計画的な修繕等を行い、建物の長期利用を

図ります。 

＜適正な施設規模の維持＞ 

●利用者数の減少が予想されるため、施設の建て替え時には、施設

規模の適正化を図ります。 

 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

神川町役場 － － － － － － － － ☆  

神泉総合支所 － ○ － ○ － － － － －  

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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防災関連施設 

①消防団車庫・詰所 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●旧第１分団車庫・詰所及び旧第４分団車庫・詰所は行政区の防災倉庫として活用

されています。 

●一部の施設では、建物の老朽化の進行が懸念されます。 

 

表 ２-４ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

第１分団車庫兼詰所 町所有 1 93.00 2017 直営 新耐震  

第２分団車庫兼詰所 町所有 1 93.00 2015 直営 新耐震  

第３分団車庫兼詰所 町所有 1 93.00 2016 直営 新耐震  

第４分団車庫兼詰所 町所有 1 93.00 2013 直営 新耐震  

第５分団車庫兼詰所 町所有 1 93.00 2013 直営 新耐震  

第６分団車庫兼詰所 町所有 1 80.00 1994 直営 新耐震  

第７分団１班車庫 借地 1 23.00 1994 直営 新耐震  

第７分団２班車庫兼詰所 町所有 1 46.00 1996 直営 新耐震  

第７分団３班車庫兼詰所 町所有 1 74.00 1999 直営 新耐震  

第７分団３班車庫 借地 1 36.00 不明 直営 不要  

消防車庫（二ノ宮） 借地 1 31.04 不明 直営 不要  

旧第１分団車庫・詰所 町所有 2 55.70 1985 直営 新耐震  

旧第４分団車庫・詰所 借地 1 38.21 1983 直営 未  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●必要に応じた改修等の実施 

●今後のまちづくりを踏まえて常に適切な配置を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、施設設置の具体的な目的が不明で、数も多いとのご意見があり

ました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○第７分団３班車庫、消防車庫、旧第１分団車庫・詰所、旧第４分団車庫・詰所は

施設性能が劣っています。 
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（定性的評価） 

○活用されていない施設も一部にみられ、それらを廃止した場合の影響は大きくあ

りません。 

（立地状況分析） 

 ○公共交通の利便性の影響が低い施設です。 

 ○第６分団車庫兼詰所と第７分団３班車庫兼詰所は、土砂災害警戒区域に該当して

います。 

 

（課題等） 

■防災上の観点から必要な施設で、活用されていない施設や設置目的外で利用して

いる施設を除き、廃止した場合の影響は大きい施設です。 

■自主防災組織等の形成や活動を図るため、現在行政区が防災倉庫として利用して

いる施設に関しては行政区による施設の維持・管理も含めて施設のあり方を検討

する必要があります。 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜防災拠点機能の維持＞ 

●今後も行政区住民の生命・財産を守る防災施設として、サービス

を継続します。 

施設・建物配置 

＜サービス圏域の再編＞ 

●カバーする人口の減少が予想されるため、サービス圏域の再編を

図ります。 

＜施設の転用＞ 

●設置目的外で利用している施設については転用します。 

＜施設の移譲＞ 

●行政区が防災倉庫として利用している施設は、利用している行政

区へ移譲します。 
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＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

第１分団車庫兼詰所 － － － － － － － － ☆  

第２分団車庫兼詰所 － － － － － － － － ☆  

第３分団車庫兼詰所 － － － － － － － － ☆  

第４分団車庫兼詰所 － － － － － － － － ☆  

第５分団車庫兼詰所 － － － － － － － － ☆  

第６分団車庫兼詰所 △ △ － － － － － － －  

第７分団１班車庫 △ △ － － － － － － －  

第７分団２班車庫兼詰所 △ △ － － － － － － －  

第７分団３班車庫兼詰所 △ △ － － － － － － －  

第７分団３班車庫 － － － － － － － ○ －  

消防車庫（二ノ宮） － － ○ － － － － － －  

旧第１分団車庫・詰所 － － － － － ○ － － －  

旧第４分団車庫・詰所 － － － － － ○ － － －  

  ○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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②消防小屋 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●比較的小規模な施設であり、行政区の自衛消防の可搬積載車が配備されている施

設です。 

●一部の行政区のみに配置されており、中には利用されていない施設もあります。 

 

表 ２-５ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

宇那室自衛消防小屋 借地 1 35.70 不明 直営 不要  

住居野自衛消防小屋 借地 1 10.00 不明 直営 不要  

小浜自衛消防小屋 借地 1 17.10 不明 直営 不要  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●必要に応じた改修等の実施 

●今後のまちづくりを踏まえて常に適切な配置を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、消防団詰所で代替えができるため廃止しても良いとのご意見が

ありました。 

  

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○施設性能が劣っています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はなく、他施設でも同一の機能をカバーできるため、廃止し

た場合の影響も大きくありません。 

（立地状況分析） 

 ○公共交通の利便性の影響が低い施設です。 

 ○小浜自衛消防小屋は、0.5～3.0ｍの浸水が想定される区域に該当しています。 

 

（課題等） 

■「車庫・詰所」と類似した施設であり、一部の行政区のみに設置されているため、

公平性が低く、利用されていない施設もみられることから、施設の集約化・廃止

を検討する必要があります。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜サービスの集約化＞ 

●将来的には、「車庫・詰所」との集約化等により、サービスを廃

止します。 

施設・建物配置 

＜施設の廃止＞ 

●老朽化が進行している施設、利用されていない施設は廃止を検討

します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

宇那室自衛消防小屋 － － － － － － － ○ －  

住居野自衛消防小屋 － － － － － － － － ☆  

小浜自衛消防小屋 － － － － － － － ○ －  

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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③器具置場 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●町内に１施設のみ設置されています。 

●比較的小規模な施設であり、ほとんど利用されていないのが実情です。 

 

表 ２-６ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

新宿消防器具置場 町所有 1 13.80 不明 直営 不要  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●必要に応じた改修等の実施 

●今後のまちづくりを踏まえて常に適切な配置を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、利用されていないのであれば廃止しても良いとのご意見があり

ました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○施設性能が劣っています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はなく、他施設でも同一の機能をカバーできるため、廃止し

た場合の影響も大きくありません。 

（立地状況分析） 

 ○公共交通の利便性の影響が低い施設です。 

 

（課題等） 

■「車庫・詰所」と類似した施設であり、ほとんど利用されていない施設であるた

め施設の廃止を検討する必要があります。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜サービスの集約化＞ 

●将来的には、「車庫・詰所」との集約化等により、サービスを廃

止します。 

施設・建物配置 
＜施設の廃止＞ 

●利用されていない施設のため、廃止を検討します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

新宿消防器具置場 － － － － － － － ○ －  

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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④水防小屋 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●水害対応用資器材を収納している施設です。 

●目的外の備品も格納されています。また、必要備品が揃わず違う建物に点在してい

る状況です。 

表 ２-７ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

水防小屋（二ノ宮） 町所有 1 28.58  1982 直営 不要  

水防小屋（新里） 町所有 1 23.01  不明 直営 不要  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●必要に応じた改修等の実施 

●今後のまちづくりを踏まえて常に適切な配置を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●特にご意見等はありませんでした。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○維持費はかかっていません。 

○施設性能が劣っています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務がありますが、他の施設でも同一のサービスを行うことがで

きる施設です。 

（立地状況分析） 

 ○公共交通の利便性の影響が低い施設です。 

（将来性分析） 

 ○水害対応のため、将来も必要な施設です。 

 

（課題等） 

■他の施設でも同一のサービスを行うことができる施設のため、立地条件を踏まえ、

集約化・複合化を検討する必要があります。 

 

  



27 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 
＜サービスの維持＞ 

●今後もサービスを継続します。 

施設・建物配置 

＜施設の集約化＞ 

●水害対応に影響が生じない立地状況を前提とし、水防小屋の集約

化を図ります。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

水防小屋（二ノ宮） ○ － － － － － － － －  

水防小屋（新里） ○ － － － － － － － －  

 

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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⑤無線中継局 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●防災無線用の施設であり、町内に１施設のみ設置されています。 

 

表 ２-８ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

防災行政無線中継局 町所有 1 6.00 1999 直営 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●必要に応じた改修等の実施 

●今後のまちづくりを踏まえて常に適切な配置を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、場所によって、放送が聞き取りにくかったり、音が大きすぎた

りするとのご意見がありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定性的評価） 

○法令による設置義務があり、広く町民に利用されています。 

○他の施設で同一のサービスを行うことが難しい施設です。 

（立地状況分析） 

 ○公共交通の利便性の影響が低い施設です。 

（将来性分析） 

 ○防災時の対応ため、将来も必要な施設です。 

 

（課題等） 

■替えの利かない施設のため、施設の長期利用を図る必要があります。 

  



29 

 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 
＜防災無線サービスの維持＞ 

●今後も防災無線の中継局として、サービスを継続します。 

施設・建物配置 

＜建物の長期利用＞ 

●有事の際の重要施設であるため、計画的な修繕等を行い、建物の

長期利用を図ります。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

防災行政無線中継局 － － － － － － － － ☆  

 

 

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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教育施設 

①小学校 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●耐震化工事が実施されており、児童の安全性が確保されています。 

●197６年～1980 年に建築されており、今後、一斉に建て替え時期を迎えること

になります。 

 

表 ２-９ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

丹荘小学校 町所有 9 5,102.00  1977 直営 済  

青柳小学校 町所有 8 3,871.95  1976 直営 済  

渡瀬小学校 町所有 11 2,823.69  1978 直営 済  

神泉小学校 一部借地 8 3,011.28  1980 直営 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な量、配置、機能等による効果を検証した上で、施設の効率化 

●複合化による地域のコミュニティ拠点としての活用 

●長寿命化が期待できる施設については目標使用年数を設定し、改修周期・長寿命化

改修を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●町民アンケートの結果、存続優先度が高くなっていますが、優先度が低いと回答

した方の理由は「他の施設に統合できそう」との回答が多くなっています。 

 ●住民懇談会では、社会情勢の変化に合わせて、集約化するべきとのご意見があり

ました。 

 ●住民懇談会では、長く使うためには修繕が必要とのご意見がありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○一定の施設性能を有していますが、小学校の多くが築後 40 年を経過しており、

老朽化の進行が懸念されます。 

（定性的評価） 

○町内には、４つの小学校が存在しています。 

○法令による設置義務があり、町の施策の推進に大きく係わり、施設を廃止した場

合は町民に大きな影響を与える施設です。 
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（立地状況分析） 

 ○丹荘小学校は鉄道駅、バス停から徒歩圏に、青柳小学校、渡瀬小学校はバス停か

ら徒歩圏に立地しています。 

 ○神泉小学校は、バス停から徒歩圏に立地していますが、土砂災害警戒区域に該当

しています。 

（将来性分析） 

 ○将来的には人口減少・少子化に伴う児童数の減少が予想されます。 

 ○神泉小学校においては、近年の児童数は減少傾向にあり、全児童数は 20 人を下

回る状況です。 

 

（課題等） 

■児童数の減少が予想される中で、より良い教育環境の整備と教育の質の向上を図

るため、適正な学校規模に基づき小学校を再編する必要があります。 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜計画的な再編＞ 

●今後の少子化動向や地域交流・活動の拠点施設としてのあり方を

踏まえつつ、計画的に小学校の規模及び配置の適正化を図りま

す。 

施設・建物配置 

＜建物の長期利用＞ 

●今後も維持していく施設については、計画的な修繕等を行い、建

物の長期利用を図ります。 
＜利活用等の検討＞ 

●統廃合により施設機能が廃止となる建物については、民間活用や

他の機能に転用するなど利活用を検討します。 
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＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

丹荘小学校 ○ ○ － － － － － － －  

青柳小学校 ○ ○ － － － － － － －  

渡瀬小学校 ○ ○ － － － － － － －  

神泉小学校 ○ ○ － － － － － － －  

 

 

第１期中（概ね 10 年以内）に小学校の再編に向けた検討を開始します。 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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②中学校 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●町内唯一の中学校であり、比較的新しい施設です。 

 

表 ２-１０ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

神川中学校 町所有 11 9,383.82  2014 直営 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な量、配置、機能等による効果を検証した上で、施設の効率化 

●複合化による地域のコミュニティ拠点としての活用 

●長寿命化が期待できる施設については目標使用年数を設定し、改修周期・長寿命化

改修を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、長く使うために修繕が必要とのご意見がありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○施設性能が優れています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務があり、町の施策の推進に大きく係わり、施設を廃止した場

合は町民に大きな影響を与える施設です。 

（立地状況分析） 

 ○バス停から徒歩圏に立地しています。 

（将来性分析） 

 ○将来的には人口減少・少子化に伴う生徒数の減少が予想されます。 

 

（課題等） 

■生徒数の減少が予想されますが、比較的新しい施設で町唯一の中学校であるため、

施設の長期利用を図る必要があります。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 
＜サービスの維持＞ 

●今後もサービスを継続します。 

施設・建物配置 
＜建物の長期利用＞ 

●計画的な修繕等を行い、建物の長期利用を図ります。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

神川中学校 － － － － － － － － ☆  

 

 

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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③学校給食センター 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●町内唯一の給食センターであり、業者に委託して運営しています。 

●近隣自治体でも給食センターを有しています。 

 

表 ２-１１ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

給食センター 町所有 4 829.00 1989 一部委託 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な量、配置、機能等による効果を検証した上で、施設の効率化 

●複合化による地域のコミュニティ拠点としての活用 

●長寿命化が期待できる施設については目標使用年数を設定し、改修周期・長寿命化

改修を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、運営手法の変更を検討するべきとのご意見がありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定性的評価） 

○民間活用など新たな取り組みの実施が検討されています。 

（立地状況分析） 

 ○バス停から徒歩圏に立地しています。 

（将来性分析） 

 ○将来的には人口減少・少子化に伴う利用者数の減少が予想されます。 

 

（課題等） 

■現在、業者に委託し運営していますが、今後は利用者数の減少が予想されるため、

近隣自治体との広域連携も含めて施設のあり方を検討する必要があります。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜広域連携によるサービスの継続＞ 

●将来的には近隣自治体との広域連携も視野に入れ、給食サービス

を継続します。 

施設・建物配置 

＜適正な施設規模の維持＞ 
●利用者数の減少が予想されるため、施設の建て替え時には、施設
規模の適正化を図ります。 

＜利活用等の検討＞ 

●広域連携により施設機能が廃止となる場合は、民間活用や他の機

能に転用するなど利活用を検討します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

給食センター － － － △ － － △ － －  

 

 

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 



37 

 

④幼稚園 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●町内唯一の幼稚園ですが、建築後約 40 年経過し、建物の老朽化の進行が懸念され

ます。 

●共働き家庭の増加などのライフスタイルの変化に伴い、保育および教育を一体的

に提供し、地域における子育て支援を実施する施設のニーズが高まっています。 

 

表 ２-１２ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

神川幼稚園 町所有 4 1,130.00 1980 直営 未  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な量、配置、機能等による効果を検証した上で、施設の効率化 

●複合化による地域のコミュニティ拠点としての活用 

●長寿命化が期待できる施設については目標使用年数を設定し、改修周期・長寿命化

改修を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●町民アンケートの結果、30 歳代の利用に特化した施設で、施設数の満足度は低

くなっています。存続優先度は高くなっています。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○施設性能が劣っています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はありませんが町の施策の推進に大きく係わり、施設を廃止

した場合は町民に大きな影響を与える施設です。 

（立地状況分析） 

 ○バス停から徒歩圏に立地しています。 

（将来性分析） 

 ○将来的には人口減少・少子化に伴う園児数の減少が予想されます。 

 

（課題等） 

■ライフスタイルの変化に伴うニーズへの対応や今後の園児数の減少の予測を踏

まえ、施設のあり方を検討する必要があります。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜保育および教育の一体的よるサービスの継続＞ 

●教育・保育の一体的なサービスへの転換も視野に入れて、充実し

た支援・サービスの提供を図ります。 

施設・建物配置 
＜施設の複合化＞ 
●公共交通の利便性、老朽化等を踏まえ、こども園化や他施設との
複合化を検討します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

神川幼稚園 － ○ － － － － － － －  

 

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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医療福祉施設 

①保育所 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●両保育所は、建築後 40 年経過し、建物の老朽化の進行が懸念されます。 

●町内には民間の保育園があります。 

 

表 ２-１３ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

丹荘保育所 町所有 4 552.92  1976 直営 未  

青柳保育所 町所有 5 605.12  1974 直営 未  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な量、配置、必要機能、統廃合等による効果を検証（統廃合及び集約） 

●統廃合等にあたっては、生活圏を踏まえて配置を検討 

●保育所については、幼稚園との統合により、必要な教育・保育機能を維持 

●廃止する施設については、除却した上で土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

●町民アンケートの結果、30 歳代の利用に特化した施設で、施設数の満足度は低

くなっています。存続優先度は高くなっています。 

●町民アンケートの自由意見では、施設が不足しているとのご意見が多く、他の施

設との併設による充実を図るべきとのご意見もありました。 

 ●住民懇談会では、施設の老朽化、社会情勢の変化に伴う集約化のご意見がありま

した。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○施設性能が劣っています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はありませんが施設を廃止した場合は町民に大きな影響を

与える施設です。 

○他の民間施設などで同一のサービスを提供することが可能です。 

（将来性分析） 

 ○将来的には人口減少・少子化に伴う園児数の減少が予想されます。 
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（課題等） 

■民間の同一サービス提供施設の活用も考えられますが、施設の必要性等を考慮す

ると、公共でのサービスを継続する必要があります。 

■今後の園児数の減少予測、建物の老朽化を踏まえ、適正な規模を検討し、こども

園化も含めた保育所の再編を検討する必要があります。 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜保育サービスの継続＞ 

●今後も保育サービスを継続しますが、将来的な少子化や施設の老

朽化等に対応するため、集約化や複合化などにより、魅力的な場

づくりや充実した支援・サービスを検討していきます。 

施設・建物配置 
＜施設の複合化＞ 
●将来的には、公共交通の利便性、老朽化等を踏まえ、こども園化
や他施設との複合化を検討します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

丹荘保育所 － － － － － － － － ☆  

青柳保育所 － ○ － － － － － － －  

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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②保健衛生施設 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●町内唯一の保健衛生施設ですが、建築後 35 年経過し、建物の老朽化の進行が懸念

されます。 

 

表 ２-１４ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

神川町保健センター 町所有 １ 674.25 1983 直営 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な量、配置、必要機能、統廃合等による効果を検証（統廃合及び集約） 

●統廃合等にあたっては、生活圏を踏まえて配置を検討 

●福祉施設については、官民連携等を図ることでより効率的・効果的な管理運営やサ

ービスの拡充 

●廃止する施設については、除却した上で土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●町民アンケートの結果、利用割合が高く、サービス内容の満足度も高くなってい

ます。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○施設性能が優れています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はありませんが町の施策の推進に大きく係わり、施設を廃止

した場合は町民に大きな影響を与える施設です。 

（立地状況分析） 

 ○鉄道駅、バス停から徒歩圏に立地しており、公共交通の利便性が優れています。 

（将来性分析） 

 ○積極的な拠点形成を図る拠点整備エリアに位置づけられており、まちづくり上重

要な役割を担っています。 

 ○将来的には人口減少に伴う利用者数の減少、高齢化に伴う高齢者の利用比率の増

加が予想されます。 
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（課題等） 

■高齢化に伴うニーズへの対応や今後の利用者数の減少の予測を踏まえ、全世代対

応型の福祉拠点を形成する必要があります。 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜保健・福祉サービスの継続＞ 

●今後も保健サービスを継続しますが、将来的には、福祉施設との

複合化などにより、全世代に対応する保健・福祉の拠点化を目指

します。 

施設・建物配置 
＜施設の複合化＞ 
●将来的には、公共交通の利便性を踏まえ、福祉施設との複合化を
図ります。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

神川町保健センター － △ － － － － － － －  

 

  
○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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③福祉施設 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●町内唯一の福祉施設ですが、駐車場の不足が問題になっています。 

 

表 ２-１５ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

神川町総合福祉センター 町所有 2 1,391.00 1999 直営 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な量、配置、必要機能、統廃合等による効果を検証（統廃合及び集約） 

●統廃合等にあたっては、生活圏を踏まえて配置を検討 

●福祉施設については、官民連携等を図ることでより効率的・効果的な管理運営やサ

ービスの拡充 

●廃止する施設については、除却した上で土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●町民アンケートの結果、利用割合が高く、サービス内容の満足度も高くなってい

ます。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はありませんが町の施策の推進に大きく係わり、施設を廃止

した場合は町民に大きな影響を与える施設です。 

（立地状況分析） 

 ○鉄道駅、バス停から徒歩圏に立地しており、公共交通の利便性が優れています。 

（将来性分析） 

 ○将来的には人口減少に伴う利用者数の減少、高齢化に伴う高齢者の利用比率の増

加が予想されます。 

 

（課題等） 

■高齢化に伴うニーズへの対応や今後の利用者数の減少の予測を踏まえ、全世代対

応型の福祉拠点を形成する必要があります。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜保健・福祉サービスの継続＞ 

●今後も福祉サービスを継続しますが、将来的には、保健施設との

複合化などにより、全世代に対応する保健・福祉の拠点化を目指

します。 

施設・建物配置 
＜施設の複合化＞ 
●将来的には、公共交通の利便性を踏まえ、保健施設との複合化を
図ります。 

 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

神川町総合福祉センター － △ － － － － － － －  

 

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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④国保診療所 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●建築後 40 年経過し、建物の老朽化の進行が懸念されます。 

●町内には、類似・競合する民間の病院があります。 

 

表 ２-１６ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

神川町国民健康保険診療所 町所有 2 861.79 1975 直営 未  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な量、配置、必要機能、統廃合等による効果を検証（統廃合及び集約） 

●統廃合等にあたっては、生活圏を踏まえて配置を検討 

●廃止する施設については、除却した上で土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●町民アンケートの結果、「利用したことがない」との回答が約半数を占めていまし

た。その理由としては、「他自治体の類似施設や民間の類似施設の利用」の回答が

多くなっています。 

 ●住民懇談会でも、利用機会がないとのご意見がありました。また、民営化や統廃

合した方が良いとのご意見もありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○現状は赤字の運営で、施設性能も劣っています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はなく、町内に類似・競合する施設が存在しています。 

（立地状況分析） 

 ○鉄道駅、バス停から徒歩圏に立地しており、公共交通の利便性が優れています。 

（将来性分析） 

 ○将来的には人口減少に伴う利用者数の減少、高齢化に伴う高齢者の利用比率の増

加が予想されます。 

 ○近年の利用者数は減少傾向にあり、年間の利用者数は 6,000 人を下回る状況で

す。 
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（課題等） 

■今後も利用者数の増加が見込めない状況であり、町内に類似・競合する施設も存

在するため、民間の病院を活用したサービス提供を検討する必要があります。 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜民間施設の活用によるサービスの維持＞ 

●民間の病院を活用したサービス提供により、町内の医療体制の形

成や活動を維持します。 

施設・建物配置 

＜施設の廃止＞ 
●建物の老朽化が進行している施設は、廃止を検討します。 
＜跡地の利活用の検討＞ 
●廃止後の跡地については、民間活用や他の機能に転用するなど利
活用を検討します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

神川町国民健康保険診療所 － － － － － － － ○ －  

 

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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公営住宅 

＜対象施設及び配置状況＞ 

●「町営渡瀬住宅」は、全室入居者がいますが、建築後 36 年経過し、建物の老朽化

の進行が懸念されます。 

●「町営中居住宅」は、いくつかの空き室がある状態です。 

 

表 ２-１７ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

町営渡瀬住宅 町所有 4 1,401.03 1982 直営 新耐震  

町営中居住宅 町所有 3 2,175.00 1998 直営 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●民間借家の借上げや PPP/PFI 等の導入による官民連携 

●ユニバーサルデザインへの配慮や医療機関との連携、保育施設や教育施設の利便性

等、高齢者や子育て世帯の快適な生活を支援 

●廃止する施設については、除却した上で借地の返還や土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、民間施設の借り上げ方式へ変更しても良いのではとのご意見が

ありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○「町営中居住宅」は施設性能が優れています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はなく、町内に類似・競合する施設が存在していることもあ

り、廃止した場合の影響が小さい施設です。 

（立地状況分析） 

 ○両公営住宅はバス停から徒歩圏に立地しています。 

 ○「町営中居住宅」は土砂災害警戒区域に該当しています。 

（将来性分析） 

 ○将来的には人口減少に伴う利用者数の減少、高齢化に伴う高齢者の利用比率の増

加が予想されます。 

 ○「町営渡瀬住宅」は「定住促進エリア」に立地しており、まちづくりの方向性と

合致しています。 
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（課題等） 

■今後の人口減少に応じたサービス量の維持、規模の適正化を検討するとともに、

町内の類似・競合する施設の活用を検討する必要があります。 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜公営住宅サービスの継続＞ 

●今後の人口減少に応じたサービス量の維持、規模の適正化を検討

します。 

＜民間活力の活用＞ 

●民間施設との連携によるサービスの継続を検討します。 

施設・建物配置 

＜建物の長期利用＞ 

●今後も維持していく施設については、計画的な修繕等を行い、建

物の長期利用を図ります。 

＜施設の廃止＞ 
●建物の老朽化が進行している施設は、廃止を検討します。 
＜跡地の利活用の検討＞ 
●廃止後の跡地については、民間活用や他の機能に転用するなど利
活用を検討します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

町営渡瀬住宅 － － － － ○ － － － －  

町営中居住宅 － － － － － － － － ☆  

 

 

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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体育施設 

＜対象施設及び配置状況＞ 

●阿久原グラウンドは、グラウンドゴルフで週２回の定期利用、それ以外は外部団体

が年 3～4 日の利用となっています。 

●B&G 海洋センターのプールは 10 年以上使用していない状態です。 

 

表 ２-１８ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

阿久原グラウンド 借地 1 37.00 1992 直営 新耐震  

神川町Ｂ＆Ｇ海洋センター 一部借地 7 2,479.95 1982 直営 新耐震  

 

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な受益者負担の下に機能は維持 

●他施設との統廃合等、民間代替施設との機能連携や PPP/PFI の導入等による官民

連携、また近隣自治体との相互利用の拡充 

●廃止する施設については、除却した上で土地の売却を検討 

●施設の統廃合、民間代替施設の活用等による借地の解消 

 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●町民アンケートの結果、若い世代では「もっと多い方が良い」の回答が約 3 割と

多くなっています。 

 ●住民懇談会では、現在休止中の B&G 海洋センターのプールについては廃止し、

跡地の有効活用を図るべきとのご意見がありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定性的評価） 

○「阿久原グラウンド」は法令による設置義務はなく、町内に類似・競合する施設

が存在していることもあり、廃止した場合の影響が小さい施設です。 

○「神川町Ｂ＆Ｇ海洋センター」は法令による設置義務はありませんが、町の施策

の推進に大きく係わり、施設を廃止した場合は町民に大きな影響を与える施設で

す。 

（立地状況分析） 

 ○「阿久原グラウンド」はバス停から徒歩圏に立地しています。 
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 ○「神川町Ｂ＆Ｇ海洋センター」は 0.5～3.0ｍの浸水が想定される区域に該当し

ています。 

（将来性分析） 

 ○将来的には人口減少に伴う利用者数の減少が予想されます。 

 

（課題等） 

■今後の人口減少に応じたサービス量の維持、規模の適正化を検討するとともに、

町内の類似・競合する施設の活用を検討する必要があります。 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜体育館サービスの継続＞ 

●今後も体育館サービスを継続し、町民の健康増進を図ります。 
＜サービスの廃止＞ 

●今後の利用状況に応じて、サービスの廃止を検討します。 

施設・建物配置 

＜建物の長期利用＞ 

●今後も維持していく施設については、計画的な修繕等を行い、建

物の長期利用を図ります。 

＜施設の廃止＞ 
●老朽化や利用状況を踏まえ、廃止を検討します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

阿久原グラウンド － － － － － － － ○ －  

神川町Ｂ＆Ｇ海洋センター － － － － － － － ○ ☆ 
体育館：継続 

プール：廃止 

 

 

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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産業振興観光施設 

①農業施設 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●両施設ともに民間企業へ貸出しています。 

 

表 ２-１９ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

農産物加工センター 借地 4 765.00  1987 委託 新耐震 民間へ貸出 

農林産物集出荷貯蔵施設 借地 1 436.66  1999 委託 新耐震 
民間へ無償

貸出 

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●施設の役割や必要性を再検証し、更に費用対効果を踏まえて施設の再編を検討 

●民間代替施設の活用や近隣自治体との相互利用の可能性の検討 

●継続する施設については、現在導入されている民間事業の活用効果を検証の上、新

たな手法の検討及び拡充 

●廃止する施設については、除却した上で借地の返還や土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、民営化した方が良いとのご意見がありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はなく、貸出していることもあり、廃止した場合の影響が小

さい施設です。 

（立地状況分析） 

 ○両施設はバス停から徒歩圏に立地していますが、土砂災害警戒区域に該当してい

ます。 

（将来性分析） 

 ○貸出している施設のため、将来的には公共が担う必要性は低いです。 

 

（課題等） 

■貸し出しを行っているため、貸出先への移譲を検討する必要があります。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜民間との連携によるサービスの維持＞ 

●民間と連携することにより、農産品加工利用の高度化、地域の特

産品造り、就業機会の確保等を図ります。 

施設・建物配置 
＜施設の移譲＞ 

●将来的には、施設の民間への移譲を検討します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

農産物加工センター － － － － － ○ － － －  

農林産物集出荷貯蔵施設 － － － － － ○ － － －  

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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②観光施設 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●「地域振興施設神泉」、「矢納フィッシングパーク」、「地域振興施設ありの実」は、

委託で運営されています。 

●「町営神流湖テニスコート」は、現在閉鎖されています。 

●「地域振興施設神泉」、「矢納フィッシングパーク」は、主に町外者の利用となって

います。 

●「婦人・若者等活動促進施設」は、主に冬桜シーズンの交通整理員、バス運転手の

休憩所として利用されています。 

 

表 ２-２０ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

地域振興施設神泉 町所有 1 153.05  2000 委託 新耐震 民間へ貸出 

矢納フィッシングパーク 一部借地 5 394.00  1989 委託 新耐震 民間へ貸出 

婦人・若者等活動促進施設 借地 1 66.00  2001 直営 新耐震  

町営神流湖テニスコート 町所有 1 50.00  不明 直営 不要 閉鎖中 

地域振興施設ありの実 町所有 1 130.00  1997 委託 新耐震 民間へ貸出 

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●施設の役割や必要性を再検証し、更に費用対効果を踏まえて施設の再編を検討 

●民間代替施設の活用や近隣自治体との相互利用の可能性の検討 

●継続する施設については、現在導入されている民間事業の活用効果を検証の上、新

たな手法の検討及び拡充 

●廃止する施設については、除却した上で借地の返還や土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、神流湖テニスコートは閉鎖中で使われていないとのご意見があ

りました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○「地域振興施設ありの実」は、道の駅の施設であり、黒字の運営です。 

○「町営神流湖テニスコート」は、施設性能が劣っていますが、それ以外の観光施

設は一定の施設性能を有しています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はなく、廃止した場合の影響が小さい施設です。 
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（立地状況分析） 

 ○「矢納フィッシングパーク」は土砂災害警戒区域に該当しています。 

（将来性分析） 

 ○「地域振興施設ありの実」以外の観光施設では、将来の利用者数の減少が見込ま

れています。 

 

（課題等） 

■費用対効果が優れている施設については、施設の長期利用を図る必要があります。 

■閉鎖中、設置目的外の利用がなされている施設については、必要性等を踏まえ、

公共でのサービス提供の廃止を検討する必要があります。 

■民間へ貸し出しを行っている施設については、貸出先への移譲を検討する必要が

あります。 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜有益サービスの維持＞ 
●今後も町の財源を確保する施設として、サービスを継続するとと
もに、さらなる魅力の充実・サービス向上を検討していきます。 

＜民間との連携によるサービスの維持＞ 

●民間と連携することにより、観光サービスの維持・向上を図りま

す。 
＜未利用サービスの廃止＞ 

●未利用となっているサービスは廃止します。 

施設・建物配置 

＜建物の長期利用＞ 

●今後も維持していく施設については、計画的な修繕等を行い、建

物の長期利用を図ります。 

＜施設の移譲＞ 

●将来的には、施設の民間への移譲を検討します。 

＜施設の廃止＞ 

●利用されていない施設、設置目的以外で使用されている施設は、

廃止を検討します。 
＜跡地の利活用の検討＞ 

●廃止後の跡地については、民間活用や他の機能に転用するなど利

活用を検討します。 
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＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

地域振興施設神泉 － － － － － － － － ☆  

矢納フィッシングパーク － － － － － ○ － － －  

婦人・若者等活動促進施設 － － － － － － － △ －  

町営神流湖テニスコート － － － － － － － ○ －  

地域振興施設ありの実 － － － － － － － － ☆  

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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③宿泊施設 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●指定管理者により管理・運営されており、町外者の利用が主となっています。 

 

表 ２-２１ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

冬桜の宿神泉 町所有 1 2,086.60  2003 指定管理 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●施設の役割や必要性を再検証し、更に費用対効果を踏まえて施設の再編を検討 

●民間代替施設の活用や近隣自治体との相互利用の可能性の検討 

●継続する施設については、現在導入されている民間事業の活用効果を検証の上、新

たな手法の検討及び拡充 

●廃止する施設については、除却した上で借地の返還や土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、民営化が望ましいとのご意見がありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○施設の運営は赤字傾向にありますが、施設性能は優れています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はなく、廃止した場合の影響が小さい施設です。 

（立地状況分析） 

 ○バス停から徒歩圏に立地しています。 

（将来性分析） 

 ○町外者の利用者が主となっていますが、減少が見込まれています。 

 

（課題等） 

■宿泊サービスを公共が担う必要性は低いため、指定管理期間終了後にサービスの

提供方法を検討する必要があります。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜民間との連携によるサービスの維持＞ 

●民間と連携することにより、宿泊サービスの維持、向上を図りま

す。 

施設・建物配置 
＜施設の移譲＞ 

●将来的には、施設の民間への移譲を検討します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

冬桜の宿神泉 － － － － － ○ － － －  

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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④その他公園 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●公園は町が管理していますが、キャンプ場・管理棟は指定管理により管理・運営さ

れており、町外者の利用が主となっています。 

 

表 ２-２２ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

城峯公園 町所有 23 1334.63 1982 指定管理 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●施設の役割や必要性を再検証し、更に費用対効果を踏まえて施設の再編を検討 

●民間代替施設の活用や近隣自治体との相互利用の可能性の検討 

●継続する施設については、現在導入されている民間事業の活用効果を検証の上、新

たな手法の検討及び拡充 

●廃止する施設については、除却した上で借地の返還や土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●特にご意見等はありませんでした。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はなく、廃止した場合の影響が小さい施設です。 

（立地状況分析） 

 ○バス停から徒歩圏に立地しています。 

（将来性分析） 

 ○町外者の利用者が主となっていますが、減少が見込まれています。 

 

（課題等） 

■キャンプ場等サービスを公共が担う必要性は低いため、指定管理期間終了後にサ

ービスの提供方法を検討する必要があります。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜民間との連携によるサービスの維持＞ 

●民間と連携することにより、キャンプ場等サービスの維持、向上

を図ります。 

施設・建物配置 
＜施設の移譲＞ 

●将来的には、施設の民間への移譲を検討します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

城峯公園 － － － － － ○ － － －  

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 



60 

 

コミュニティ施設 

①公民館 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●生涯学習の拠点として２施設設置されており、避難所に指定されています。 

●「ふれあいセンター」は青柳・渡瀬地区の拠点となっています。 

 

表 ２-２３ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

神川町中央公民館 町所有 3 2,258.92 1989 直営 新耐震  

ふれあいセンター 一部借地 1 358.22 1974 直営 済  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な受益者負担の下に必要な機能を維持することを前提 

●施設の統廃合及び集約、周辺自治体との相互利用の拡充 

●統廃合等による利便性の向上 

●PPP/PFI 等を活用した官民連携 

●廃止する施設については、除却した上で土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●町民アンケートの結果、利用割合が高く、サービス内容の満足度も高くなってい

ます。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○「神川町中央公民館」は、施設性能が優れています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はありませんが、町の施策の推進に大きく係わっています。 

（立地状況分析） 

 ○「神川町中央公民館」は、鉄道駅、バス停から徒歩圏に立地しており、公共交通

の利便性が優れています。 

 ○「ふれあいセンター」は、バス停から徒歩圏に立地しています。 

（将来性分析） 

 ○「神川町中央公民館」は、積極的な拠点形成を図る拠点整備エリアに位置づけら

れており、まちづくり上重要な役割を担っています。 

 ○将来的には人口減少に伴う利用者数の減少が予想されます。 
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（課題等） 

■利用者数の減少が予想されることを踏まえ、適切な規模を検討する必要がありま

す。 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 
＜サービスの維持＞ 

●今後も生涯学習の拠点としてサービスを継続します。 

施設・建物配置 

＜建物の長期利用＞ 

●計画的な修繕等を行い、建物の長期利用を図ります。 

＜適正な施設規模の維持＞ 

●利用者数の減少が予想されるため、施設の建て替え時には、施設

規模の適正化を図ります。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

神川町中央公民館 － － － － － － － － ☆  

ふれあいセンター － ○ － ○ － － － － －  

 

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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②コミュニティ施設(全域) 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●旧神泉中学校を転用し、平成 3０（2018）年度に多目的交流施設として設置され

ました。 

●全域・広域利用施設であり、町全域をカバーしています。 

 

表 ２-２４ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

多目的交流施設 町所有 9 2,116.00 1966 直営 済  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な受益者負担の下に必要な機能を維持することを前提 

●施設の統廃合及び集約、周辺自治体との相互利用の拡充 

●統廃合等による利便性の向上 

●PPP/PFI 等を活用した官民連携 

●廃止する施設については、除却した上で土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、よく利用されている施設としてあげられています。 

 ●施設の有効活用を図るべきとのご意見もありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はありませんが、町の施策の推進に大きく係わっています。 

（立地状況分析） 

 ○バス停から徒歩圏に立地していますが、土砂災害警戒区域に該当しています。 

（将来性分析） 

 ○町民と来町者の交流を推進させる施設のため、将来的には利用者の増加が見込ま

れています。 

 

（課題等） 

■新たなニーズにより設置された施設のため、長期利用を図る必要があります。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 
＜サービスの維持＞ 

●今後も町内外の交流の場としてのサービスを継続します。 

施設・建物配置 
＜建物の長期利用＞ 

●計画的な修繕等を行い、建物の長期利用を図ります。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

多目的交流施設 － － － － － － － － ☆  

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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③コミュニティ施設 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●現在は行政区に管理運営を委託しています。 

●地域の振興とコミュニティ活動の促進を図るための施設として設置されています。 

 

表 ２-２５ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

池田集会所 借地 3 317.44 1982 委託 新耐震  

新里多目的集会所 町所有 1 166.04 1977 委託 未  

新里前組集会所 町所有 1 360.02 1973 委託 未  

中新里集会所 町所有 1 162.48 1983 委託 新耐震  

小浜集会所 借地 1 162.59 1979 委託 未  

貫井集会所 町所有 1 131.94 1979 委託 未  

植竹集会所 借地 1 207.02 1981 委託 新耐震  

関口集会所 町所有 1 171.41 1980 委託 未  

四軒集会所 一部借地 1 143.26 1981 委託 新耐震  

八日市集会所 一部借地 1 176.82 1971 委託 未  

八日市東部集会所 借地 1 252.17 1971 委託 未  

三原集会所 町所有 1 178.77 1977 委託 未  

渡瀬コミュニティ集会所 町所有 2 358.00 1984 委託 新耐震  

渡瀬 21 区集会所 町所有 1 156.30 1982 委託 新耐震  

桜城集会所 町所有 1 134.00 1996 委託 新耐震  

池尻集会所 町所有 1 108.00 1996 委託 新耐震  

貫井・幹沢集会所 借地 1 109.00 1985 委託 新耐震  

中居集会所 一部借地 1 105.17 1983 委託 新耐震  

町営中居住宅集会所 町所有 4 179.24 1999 委託 新耐震  

林・小倉集会所 借地 1 95.00 1983 委託 新耐震  

日向・門野集会所 町所有 1 101.85 1984 委託 新耐震  

寺内集会所 借地 1 91.00 1982 委託 新耐震  

住居野集会所 借地 1 82.00 1975 委託 未  

手津久集会所 借地 1 71.00 1988 委託 新耐震  

高牛・浜の谷集会所 借地 1 101.00 2004 委託 新耐震  

宇那室集会所 借地 1 77.00 1998 委託 新耐震  
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＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●他施設との統廃合や近接行政区による共同化 

●利用者である行政区等への譲渡 

●廃止する施設については、除却した上で土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、施設数が充実している、施設数が多い、と双方のご意見があり

ました。 

 ●老朽化しており、存続する場合は、バリアフリー化を進めることが必要とのご意

見がありました。 

 ●行政区へ管理・運営を任せた方が良いとのご意見がありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○多くの施設の施設性能が劣っています。 

（定性的評価） 

○行政区の集会機能を有する施設であり、主な利用者は地域住民です。 

（立地状況分析） 

 ○「小浜集会所」、「貫井集会所」、「四軒集会所」は、0.5～3.0ｍの浸水が想定さ

れる区域に該当しています。 

○「町営中居住宅集会所」、「林・小倉集会所」、「日向・門野集会所」、「高牛・浜の

谷集会所」は土砂災害警戒区域、「宇那室集会所」は土砂災害特別警戒区域に該

当しています。 

（将来性分析） 

 ○将来的には人口減少に伴う利用者数の減少、高齢化に伴う高齢者の利用比率の増

加が予想されます。 

 

（課題等） 

■既に行政区が運営、維持管理をおこなっており、施設のあり方を検討する必要が

あります。 

■借地代が発生している施設については、町の負担を削減するために、施設の廃止

等について検討する必要があります。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜行政区所有によるサービスの継続＞ 

●行政区所有により、地区密着型のコミュニティの形成や活動を維

持します。 

施設・建物配置 

＜サービス圏域の再編＞ 

●カバーする人口の減少が予想されるため、サービス圏域の再編を

図ります。 

＜施設の移譲＞ 

●施設の地元行政区への移譲を検討します。 

＜行政区による施設管理＞ 

●移譲後も行政区による適切な建物の維持・管理を支援します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

池田集会所 － － － － － ○ － － －  

新里多目的集会所 － － － － － ○ － － －  

新里前組集会所 － － － － － ○ － － －  

中新里集会所 － － － － － ○ － － －  

小浜集会所 － － － － － ○ － － －  

貫井集会所 － － － － － ○ － － －  

植竹集会所 － － － － － ○ － － －  

関口集会所 － － － － － ○ － － －  

四軒集会所 － － － － － ○ － － －  

八日市集会所 － － － － － ○ － － －  

八日市東部集会所 － － － － － ○ － － －  

三原集会所 － － － － － ○ － － －  

渡瀬コミュニティ集会所 － － － － － ○ － － －  

渡瀬 21 区集会所 － － － － － ○ － － －  
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施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

桜城集会所 － － － － － ○ － － －  

池尻集会所 － － － － － ○ － － －  

貫井・幹沢集会所 － － － － － ○ － ○ － 借地代あり 

中居集会所 － － － － － ○ － ○ － 借地代あり 

町営中居住宅集会所 － － － － － ○ － － －  

林・小倉集会所 － － － － － ○ － ○ － 借地代あり 

日向・門野集会所 － － － － － ○ － － －  

寺内集会所 － － － － － ○ － ○ － 借地代あり 

住居野集会所 － － － － － ○ － － －  

手津久集会所 － － － － － ○ － ○ － 借地代あり 

高牛・浜の谷集会所 － － － － － ○ － ○ － 借地代あり 

宇那室集会所 － － － － － ○ － ○ － 借地代あり 

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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④コミュニティ施設（その他） 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●町内には、バス停、トイレ、車庫、東屋、ゲートボール場が設置されています。 

 

表 ２-２６ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

下阿久原バス停 借地 1 50.00 2004 直営 新耐震  

矢納上鳥羽トイレ 借地 1 9.60 1995 直営 新耐震  

矢納上鳥羽車庫 借地 1 50.00 1972 直営 不要  

住居野トイレ（入口） 借地 1 34.00 1993 直営 新耐震  

住居野トイレ（奥） 借地 1 34.00 1996 直営 新耐震  

上阿久原林トイレ 借地 1 49.00 2002 直営 新耐震  

上阿久原丹生神社トイレ 借地 1 26.49 2001 直営 新耐震  

鳥羽バス亭 町所有 1 9.00 2005 直営 新耐震  

東屋 町所有 2 35.00 1985 直営 新耐震  

冬桜の宿神泉バス停 町所有 1 不明 2002 直営 新耐震  

浜の谷バス停 町所有 1 21.50 1983 直営 不要  

中新里ゲートボール場 町所有 1 1.72 不明 直営 不要  

丹荘駅前障害者対応トイレ 町所有 1 14.10 2008 直営 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●他施設との統廃合 

●利用者である行政区等への譲渡 

●廃止する施設については、除却した上で土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、トイレについて、場所が分かりにくい、施設数が多いとのご意

見がありました。 

 ●トイレは、行政区へ管理・運営を任せた方が良いとのご意見をありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○「上阿久原林トイレ」、「上阿久原丹生神社トイレ」、「鳥羽バス亭」、「丹荘駅前障

害者対応トイレ」は、施設性能が優れています。 

○「矢納上鳥羽車庫」、「東屋」、「浜の谷バス停」は、施設性能が劣っています。 
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（立地状況分析） 

 ○「下阿久原バス停」、「鳥羽バス亭」は土砂災害警戒区域に該当しています。 

（将来性分析） 

 ○将来的には人口減少に伴う利用者数の減少、高齢化に伴う高齢者の利用比率の増

加が予想されます。 

 

（課題等） 

■老朽化や利用状況を踏まえて、施設のあり方を検討する必要があります。 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 
＜サービスの継続＞ 

●今後もサービスを継続します。 

施設・建物配置 

＜建物の長期利用＞ 

●今後も維持していく施設については、計画的な修繕等を行い、建

物の長期利用を図ります。 

＜適正な施設規模の維持＞ 

●利用者数の減少が予想されるため、施設の建て替え時には、施設

規模の適正化を図ります。 

＜施設の廃止＞ 

●老朽化が進行している施設、ニーズが見込めない施設は、廃止を

検討します。 
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＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

下阿久原バス停 － － － － － － － － ☆  

矢納上鳥羽トイレ － － － － － － － － ☆  

矢納上鳥羽車庫 － － － － － － － － ☆  

住居野トイレ（入口） － － － － － － － － ☆  

住居野トイレ（奥） － － － － － － － ○ －  

上阿久原林トイレ － － － － － － － － ☆  

上阿久原丹生神社トイレ － － － － － － － － ☆  

鳥羽バス亭 － － － － － － － － ☆  

東屋 － － － － － － － － ☆  

冬桜の宿神泉バス停 － － － － － － － － ☆  

浜の谷バス停 － － － － － － － － ☆  

中新里ゲートボール場 － － － － － － － － ☆  

丹荘駅前障害者対応トイレ － － － － － － － － ☆  

 

  
○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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文化施設 

①学習施設 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●町民の文化、教養、福祉及びコミュニティ活動の推進、健康の増進を図るための施

設として３施設設置されています。 

●「神泉定住促進センター（ステラ神泉）」は、神泉・渡瀬地区における生涯学習施

設の拠点であり、地域内に類似施設（多目的交流施設）が設置されています。 

 

表 ２-２７ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

就業改善センター 町所有 2 788.46 1976 直営 済  

神泉定住促進センター 

（ステラ神泉） 
借地 1 556.00 1989 直営 新耐震  

矢納センター 借地 2 156.92 2004 直営 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な受益者負担の下に必要な機能を維持することを前提 

●施設の統廃合及び集約、周辺自治体との相互利用の拡充 

●統廃合等による利便性の向上 

●PPP/PFI 等を活用した官民連携 

●廃止する施設については、除却した上で土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●町民アンケートの結果、利用割合が高く、サービス内容の満足度も高くなってい

ます。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○「神泉定住促進センター（ステラ神泉）」、「矢納センター」は、施設性能が優れ

ています。 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はなく、町内に類似・競合する施設が存在しています。 

（立地状況分析） 

 ○「就業改善センター」は、鉄道駅、バス停から徒歩圏に立地しており、公共交通

の利便性が優れています。 

 ○「神泉定住促進センター（ステラ神泉）」、「矢納センター」は、バス停から徒歩

圏に立地していますが、土砂災害警戒区域に該当しています。 
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（将来性分析） 

 ○「就業改善センター」は、積極的な拠点形成を図る拠点整備エリアに位置づけら

れており、まちづくり上重要な役割を担っています。 

 ○将来的には人口減少に伴う利用者数の減少が予想されます。 

 

（課題等） 

■利用者数の減少が予想される中、類似施設の配置状況などを踏まえ、適切な配置

を検討する必要があります。 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜学習サービスの継続＞ 

●今後も文化、教養などの活動の推進を図るため、サービスを継続

します。 

施設・建物配置 

＜建物の長期利用＞ 

●今後も維持していく施設については、計画的な修繕等を行い、建

物の長期利用を図ります。 

＜施設の複合化・廃止＞ 

●類似施設の配置状況を踏まえ、複合化や廃止を検討します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

就業改善センター － － － － － － － － ☆  

神泉定住促進センター 

（ステラ神泉） 
－ ○ － － － － － ○ －  

矢納センター － － － － － － － － ☆  

  ○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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②文化施設 
＜対象施設及び配置状況＞ 

●文化財関係の資料を集中管理する施設です。 

 

表 ２-２８ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

文化財収蔵庫（肥土 ） 町所有 2 152.29 2007 直営 新耐震  

文化財保管庫（下阿久原 ） 町所有 2 39.96 2004 直営 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●適正な受益者負担の下に必要な機能を維持することを前提 

●施設の統廃合及び集約、周辺自治体との相互利用の拡充 

●統廃合等による利便性の向上 

●PPP/PFI 等を活用した官民連携 

●廃止する施設については、除却した上で土地の売却を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●特にご意見等はありませんでした。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定性的評価） 

○法令による設置義務はなく、他の施設でも同一のサービスを実施することが可能

であるため、廃止した場合の影響も大きくありません。 

（立地状況分析） 

 ○「文化財収蔵庫（肥土）」は、0.5～3.0ｍの浸水が想定される区域に該当してい

ます。 

 

（課題等） 

■他施設の余剰スペースの状況などを踏まえ、適切な配置を検討する必要がありま

す。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜文化財関係資料の保管機能の継続＞ 

●今後も文化財関係資料の適切な保管を図るため、機能を継続しま

す。 

施設・建物配置 
＜施設の廃止＞ 

●他の施設の余剰スペース、配置状況を踏まえ、廃止を検討します。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

文化財収蔵庫（肥土） － － － － － － － ○ －  

文化財保管庫（下阿久原） － － － － － － － ○ －  

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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その他普通財産 

＜対象施設及び配置状況＞ 

●主として管理処分されるべき性質を持つ財産です。 

 

表 ２-２９ 対象施設一覧 

施設名 
土地所有 

状況 

建物 

棟数 

延床 

面積 

（㎡） 

代表 

建築 

年度 

運営形態 
耐震化 

状況 
備考 

矢納体育館 町所有 3 739.08 1977 直営 不要 プール含む 

旧いずみ幼稚園 一部借地 2 400.00 1978 委託 未  

二ノ宮集出荷所 借地 1 243.76 1973 委託 不要  

ボランティアセンター 町所有 1 55.55 1985 委託 新耐震  

植竹駐輪場 町所有 1 200.00 2014 直営 新耐震  

下阿久原倉庫 町所有 2 73.60 1988 直営 新耐震  

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●貸出施設、用途廃止施設については、売却を含めた適正な管理・運営方法を検討 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●住民懇談会では、矢納体育館は使用されていないとのご意見がありました。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定量的評価） 

○「植竹駐輪場」は施設性能が優れています。 

（立地状況分析） 

 ○「矢納体育館」、「旧いずみ幼稚園」は、土砂災害警戒区域に該当しています。 

（将来性分析） 

 ○管理処分されるべき特質を有しています。 

 

（課題等） 

■施設の特質上、町で所有する必要性が低いため、施設の民間への売却などによる

資産の活用方法を検討する必要があります。 
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＜再配置の方向性＞ 

サービス 

＜資産の活用＞ 

●町が保有する必要性が低い施設については、民間などへの貸付・

売却などを図り、施設総量の縮減により、維持管理に係るコスト

の削減を図ります。 

施設・建物配置 

＜施設の利活用＞ 

●町が保有する必要性が高い施設については、他の機能に転用する

など、施設の利活用を図ります。 

 

＜適正配置に向けた方策＞ 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

矢納体育館 － － － － － － － ○ － プール含む 

旧いずみ幼稚園 － － － － － ○ － － －  

二ノ宮集出荷所 － － － － － － － ○ －  

ボランティアセンター － － － － － ○ － － －  

植竹駐輪場 － － － － － － － － ☆  

下阿久原倉庫 － － － △ － － － － －  

 

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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公園緑地 

＜対象施設及び配置状況＞ 

●町内には、都市公園、児童公園、その他公園が設置されています。 

 

＜総合管理計画の基本方針＞ 

 ●社会環境の変化にあわせた役割・機能の検討 

 ●指定管理者制度の導入や行政区などへの移譲・移管の検討 

●借地面積の削減 

 

＜町民アンケート及び住民懇談会での意見＞ 

 ●町民アンケートでは、今後の公園のあり方について「中規模な公園に集約・統合

し、遊具を充実させる」と回答された方の割合が多くなっています。 

 

＜再配置に向けた課題等＞ 

（定性的評価） 

〇町内に類似・競合する施設が存在しています。 

（将来性分析） 

 ○将来的には人口減少による利用者の減少が予測されます。 

 

（課題等） 

■借地の解消による借上料の抑制を図る必要があります。 

■利用者数の減少が予想される中、適切な配置を検討する必要があります。 

 

 

 

＜再配置の方向性＞ 

サービス 
＜サービスの集約化＞ 

●小規模な公園は集約化し、設置遊具の充実を図ります。 

施設・建物配置 

＜安全性の確保＞ 

●今後も継続してゆく公園については、定期的な点検を行い、安全

性を確保します。 
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＜適正配置に向けた方策＞ 

都市公園 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

美原公園 － － － － － － － － ☆  

丹荘公園 － － － － － － － － ☆  

神川ゆ～ゆ～ランド － － － － － － － － ☆  

青柳公園 － － － － － － － － ☆  

池田公園 － － － － － － － △ －  

新宿ふれあい公園 － － － － － － － － ☆  

駒形公園 － － － － － － － － ☆  

金鑽清流公園 － － － － － － － － ☆  

神流川水辺公園 － － － － － － － － ☆  

高橋記念公園 － － － － － － － － ☆  

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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児童公園 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

八幡神社境内 △ △ － － － － － － －  

元三大師境内 △ △ － － － － － － －  

光明寺境内 △ △ － － － － － － －  

万日堂境内 △ △ － － － － － － －  

赤羽 △ △ － － － － － － －  

前組上（稲荷神社） △ △ － － － － － － －  

前組下 △ △ － － － － － － －  

御霊神社境内 △ △ － － － － － － －  

小浜向 △ △ － － － － － － －  

観音寺境内 △ △ － － － － － － －  

植竹ポケットパーク － － － － － △ － △ －  

池上神社境内 △ △ － － － － － － －  

日枝神社境内 △ △ － － － － － － －  

稲荷神社境内 △ △ － － － － － － －  

熊野神社境内 △ △ － － － － － － －  

三原集会所 △ △ － － － － － － －  

木ノ宮神社境内 △ △ － － － － － － －  

町営渡瀬住宅広場 － － － － － － － ○ － 町営渡瀬住宅と 

一体で検討 

小公園 △ △ － － － － － － －  

運動公園小公園 △ △ － － － － － － －  

 ○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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その他公園 

施設 

【
方
策
１
】
集
約
化 

【
方
策
２
】
複
合
化 

【
方
策
３
】
転
用 

【
方
策
４
】
施
設
規
模
の
縮
小 

【
方
策
５
】
民
間
施
設
の
活
用 

【
方
策
６
】
管
理
運
営
等
の
主
体
の
変
更

更
） 

【
方
策
７
】
広
域
的
な
相
互
利
用 

【
方
策
８
】
施
設
の
廃
止 

継
続 

備考 

北塚原公園 － － － － － － － － ☆  

中央公園 － － － － － － － － ☆  

コミュニティ運動広場 － － － － － － － － ☆  

ほたる池 － － － － － － － － ☆  

ほたる公園 － － － － － － － － ☆  

秩父瀬神流パーク － － － － － － － － ☆  

鳥羽川河川公園 － － － － － － － － ☆  

親水公園 － － － － － － － － ☆  

 

  

○：概ね 10 年以内に検討・実施 △：概ね 20 年以内に検討・実施 ☆：継続する施設 
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第３章 ロードマップの検討 

このロードマップは、施設ごとの再配置等の概ねの実施時期を、第１期（前期）、第

1 期（後期）、第 2 期以降に区分し、示すものです。 

 

３－１ 行政系施設 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

神川町役場 継続 継続   

神泉総合支所 集約化/複合化 集約・複合化の検討 集約・複合化の実施  

 
３－２ 防災関連施設 

消防団車庫・詰所 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

第１分団車庫兼詰所 継続 継続   

第２分団車庫兼詰所 継続 継続   

第３分団車庫兼詰所 継続 継続   

第４分団車庫兼詰所 継続 継続   

第５分団車庫兼詰所 継続 継続   

第６分団車庫兼詰所 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

第７分団１班車庫 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

第７分団２班車庫兼詰所 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

第７分団３班車庫兼詰所 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

第７分団３班車庫 廃止 廃止の検討 廃止  

消防車庫（二ノ宮） 転用 転用の検討 転用  

旧第１分団車庫・詰所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

旧第４分団車庫・詰所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  
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消防小屋 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

宇那室自衛消防小屋 廃止 廃止の検討 廃止  

住居野自衛消防小屋 継続 継続   

小浜自衛消防小屋 廃止 廃止の検討 廃止  

 

器具置場 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

新宿消防器具置場 廃止 廃止の検討 廃止  

 

水防小屋 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

水防小屋（二ノ宮） 集約化 集約化の検討 集約化  

水防小屋（新里） 集約化 集約化の検討 集約化  

 

無線中継局 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

防災行政無線中継局 継続 継続   

 
３－３ 教育施設 

小学校 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

丹荘小学校 集約化/複合化 集約・複合化の検討 集約・複合化  

青柳小学校 集約化/複合化 集約・複合化の検討 集約・複合化  

渡瀬小学校 集約化/複合化 集約・複合化の検討 集約・複合化  

神泉小学校  集約化/複合化 集約・複合化の検討 集約・複合化  
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中学校 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

神川中学校 継続 継続   

 

学校給食センター 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

給食センター 縮小／広域化 継続  縮小/広域化の検討 

 

幼稚園 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

神川幼稚園 複合化 複合化の検討 複合化  

 
３－４ 医療福祉施設 

保育所 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

丹荘保育所 継続 継続   

青柳保育所 複合化 複合化の検討 複合化  

 

保健衛生施設 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

神川町保健センター 複合化 継続  福祉施設との複合化

の検討 

 

福祉施設 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

神川町総合福祉センター 複合化 継続  保健施設との複合化

の検討 
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国保診療所 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

神川町国民健康保険診療所 廃止 廃止の検討 廃止  

 

３－５ 公営住宅 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 

後期 
(2024～2028) 

町営渡瀬住宅 民間施設活用 民間施設活用検討 実施  

町営中居住宅 継続 継続   

 
３－６体育施設 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

阿久原グラウンド 廃止 廃止の検討 廃止  

神川町Ｂ＆Ｇ海洋センター 

体育館：継続 プール：廃止 
継続／廃止 

継続（体育館） 

 

プールの廃止検討 

 

 

プールの廃止 

 

 

 
３－７産業振興観光施設 

農業施設 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

農産物加工センター 主体変更 民間へ移譲検討 民間へ移譲  

農林産物集出荷貯蔵施設 主体変更 民間へ移譲検討 民間へ移譲  
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観光施設 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

地域振興施設神泉 継続 継続   

矢納フィッシングパーク 主体変更 民間へ移譲検討 民間へ移譲  

婦人・若者等活動促進施設 廃止 継続  廃止の検討 

町営神流湖テニスコート 廃止 廃止の検討 廃止  

地域振興施設ありの実 継続 継続   

 

宿泊施設 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

冬桜の宿神泉 主体変更 民間へ移譲検討 民間へ移譲  

  

その他の公園 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 

後期 
(2024～2028) 

城峯公園 主体変更 民間へ移譲検討 民間へ移譲  

 
３－８コミュニティ施設 

公民館 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 

後期 
(2024～2028) 

神川町中央公民館 継続 継続   

ふれあいセンター 
複合化／ 

施設規模縮小 
複合化/縮小の検討 複合化/縮小  

 

コミュニティ施設(全域) 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

多目的交流施設 継続 継続   
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コミュニティ施設 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

池田集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

新里多目的集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

新里前組集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

中新里集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

小浜集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

貫井集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

植竹集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

関口集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

四軒集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

八日市集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

八日市東部集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

三原集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

渡瀬コミュニティ集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

渡瀬 21 区集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

桜城集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

池尻集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

貫井・幹沢集会所 主体変更/廃止 
地元との調整 

廃止の検討 

地元へ移譲 

廃止 

 

中居集会所 主体変更/廃止 
地元との調整 

廃止の検討 

地元へ移譲 

廃止 

 

町営中居住宅集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

林・小倉集会所 主体変更/廃止 
地元との調整 

廃止の検討 

地元へ移譲 

廃止 

 

日向・門野集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  

寺内集会所 主体変更/廃止 
地元との調整 

廃止の検討 

地元へ移譲 

廃止 

 

住居野集会所 主体変更 地元との調整 地元へ移譲  



87 

 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

手津久集会所 主体変更/廃止 
地元との調整 

廃止の検討 

地元へ移譲 

廃止 

 

高牛・浜の谷集会所 主体変更/廃止 
地元との調整 

廃止の検討 

地元へ移譲 

廃止 

 

宇那室集会所 主体変更/廃止 
地元との調整 

廃止の検討 

地元へ移譲 

廃止 

 

 

 

コミュニティ施設（その他） 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

下阿久原バス停 継続 継続   

矢納上鳥羽トイレ 継続 継続   

矢納上鳥羽車庫 継続 継続   

住居野トイレ（入口） 継続 継続   

住居野トイレ（奥） 廃止 廃止の検討 廃止  

上阿久原林トイレ 継続 継続   

上阿久原丹生神社トイレ 継続 継続   

鳥羽バス亭 継続 継続   

東屋 継続 継続   

冬桜の宿神泉バス停 継続 継続   

浜の谷バス停 継続 継続   

中新里ゲートボール場 継続 継続   

丹荘駅前障害者対応トイレ 継続 継続   
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３－９文化施設 
学習施設 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

就業改善センター 継続 継続   

神泉定住促進センター 

（ステラ神泉） 
複合化/廃止 複合化/廃止の検討 複合化/廃止  

矢納センター 継続 継続   

 

文化施設 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

文化財収蔵庫（肥土） 廃止 廃止の検討 廃止  

文化財保管庫（下阿久原） 廃止 廃止の検討 廃止  

 

３－１０その他普通財産 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

矢納体育館 廃止 廃止の検討 廃止  

旧いずみ幼稚園 主体変更 民間へ移譲検討 民間へ移譲  

二ノ宮集出荷所 廃止 廃止の検討 廃止  

ボランティアセンター 主体変更 民間へ移譲検討 民間へ移譲  

植竹駐輪場 継続 継続   

下阿久原倉庫 縮小 継続  縮小の検討 
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３－１１公園緑地 
都市公園 

 

児童公園 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

八幡神社境内 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

元三大師境内 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

光明寺境内 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

万日堂境内 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

赤羽 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

前組上（稲荷神社） 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

前組下 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

御霊神社境内 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

小浜向 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

観音寺境内 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

植竹ポケットパーク 主体変更/廃止 継続  主体変更/廃止の検討 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

美原公園 継続 継続   

丹荘公園 継続 継続   

神川ゆ～ゆ～ランド 継続 継続   

青柳公園 継続 継続   

池田公園 廃止 継続  廃止の検討 

新宿ふれあい公園 継続 継続   

駒形公園 継続 継続   

金鑽清流公園 継続 継続   

神流川水辺公園 継続 継続   

高橋記念公園 継続 継続   
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対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 
後期 

(2024～2028) 

池上神社境内 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

日枝神社境内 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

稲荷神社境内 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

熊野神社境内 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

三原集会所 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

木ノ宮神社境内 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

町営渡瀬住宅広場※ 廃止 廃止の検討 廃止  

小公園 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

運動公園小公園 集約化/複合化 継続  集約・複合化の検討 

※町営渡瀬住宅広場は町営渡瀬住宅と一体で検討 

 

その他の公園 

対象施設 再配置方針 
第１期 

第２期～ 
（2029～） 前期 

(2019～2023) 

後期 
(2024～2028) 

北塚原公園 継続 継続   

中央公園 継続 継続   

コミュニティ運動広場 継続 継続   

ほたる池 継続 継続   

ほたる公園 継続 継続   

秩父瀬神流パーク 継続 継続   

鳥羽川河川公園 継続 継続   

親水公園 継続 継続   
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施設所在地一覧 

大分類 中分類 施設名称 所在地 

行政施設 役場庁舎 神川町役場 植竹 909 

神泉総合支所 下阿久原 816-1 

防災関連 

施設 

消防団 

車庫・詰所 

第１分団車庫兼詰所 渡瀬 463-15 

第２分団車庫兼詰所 池田 599-1 

第３分団車庫兼詰所 新里 155 

第４分団車庫兼詰所 熊野堂 211-12 

第５分団車庫兼詰所 元阿保 752-1 

第６分団車庫兼詰所 下阿久原 816-1 

第７分団１班車庫 下阿久原 636-1 

第７分団２班車庫兼詰所 上阿久原 28-1 

第７分団３班車庫兼詰所 矢納 107-1 

第７分団３班車庫 上阿久原 1000-1 

消防車庫（二ノ宮） 二ノ宮 166-2 

旧第１分団車庫・詰所 渡瀬 540-1 

旧第４分団車庫・詰所 八日市 445-1 

消防小屋 宇那室自衛消防小屋 矢納 1082-1 

住居野自衛消防小屋 上阿久原 1377-1 

小浜自衛消防小屋 小浜 597 

器具置場 新宿消防器具置場 新宿 192-42 

水防小屋 水防小屋（二ノ宮） 二ノ宮 168-5 

水防小屋（新里） 新里 396-1 

無線中継局 防災行政無線中継局 渡瀬 1249-10 

教育施設 小学校 丹荘小学校 関口 110-1 

青柳小学校 二ノ宮 60-1 

渡瀬小学校 渡瀬 540-1 

神泉小学校 下阿久原 875-1 

中学校 神川中学校 新里 450 

学校給食 

センター 

学校給食センター 新里 431-8 

幼稚園 神川幼稚園 新里 362-2 

医療福祉 

施設 

保育所 丹荘保育所 八日市 208 

青柳保育所 新里 2787-5 

保健衛生施設 神川町保健センター 植竹 900-1 

福祉施設 神川町総合福祉センター 関口 90 

国保診療所 神川町国民健康保険診療所 関口 92-1 

公営住宅 公営住宅 町営渡瀬住宅 渡瀬 1000-1 

町営中居住宅 下阿久原 1055-1 

体育施設 体育施設 阿久原グラウンド 下阿久原 586-1 

神川町Ｂ＆Ｇ海洋センター 肥土 1205-1 

産業振興観

光施設 

農業施設 農産物加工センター 下阿久原 847-1 

農林産物集出荷貯蔵施設 下阿久原 590-1 

観光施設 地域振興施設神泉 下阿久原 110 

矢納フィッシングパーク 矢納 475 

婦人・若者等活動促進施設 矢納 968-4 

町営神流湖テニスコート 矢納 1473 

地域振興施設ありの実 元阿保 1056-1 

宿泊施設 冬桜の宿神泉 矢納 1431-1 

その他公園 城峯公園 矢納 1277-3 
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大分類 中分類 施設名称 所在地 

コミュニテ

ィ施設 

公民館 神川町中央公民館 植竹 867-2 

ふれあいセンター 二ノ宮 166-2 

コミュニティ

施設（全域） 

多目的交流施設 下阿久原 1088 

コミュニティ

施設 

池田集会所 池田 848-1 

新里多目的集会所 新里 1571 

新里前組集会所 新里 2059-2 

中新里集会所 中新里 74-3 

小浜集会所 小浜 640-1 

貫井集会所 貫井 94-1 

植竹集会所 植竹 602-1 

関口集会所 関口 39-1 

四軒集会所 四軒在家 134-2 

八日市集会所 八日市 444-1 

八日市東部集会所 八日市 2567-1 

三原集会所 熊野堂 200-1 

渡瀬コミュニティ集会所 渡瀬 532-2 

渡瀬 21 区集会所 渡瀬 1000-1 

桜城集会所 下阿久原 218-4 

池尻集会所 下阿久原 378-3 

貫井・幹沢集会所 下阿久原 531-1 

中居集会所 下阿久原 1008-1 

町営中居住宅集会所 下阿久原 1073-1 

林・小倉集会所 上阿久原 611 

日向・門野集会所 下阿久原 1102-3 

寺内集会所 上阿久原 187 

住居野集会所 下阿久原 1208 

手津久集会所 矢納 32-1 

高牛・浜の谷集会所 矢納 598-1 

宇那室集会所 矢納 1015-3 

コミュニティ

施設（その他） 

下阿久原バス停 下阿久原 819-1 

矢納上鳥羽トイレ 矢納 359-2 

矢納上鳥羽車庫 矢納 359-2 

住居野トイレ（入口） 下阿久原 1130-1 

住居野トイレ（奥） 上阿久原 1489-1 

上阿久原林トイレ 上阿久原 627-1 

上阿久原丹生神社トイレ 上阿久原 1-1 

鳥羽バス亭 矢納 291 地先 

東屋 矢納 1099-1 

冬桜の宿神泉バス停 矢納 1431-5 

浜の谷バス停 矢納 723-2 地先 

中新里ゲートボール場 中新里 303-1 

丹荘駅前障害者対応トイレ 植竹 716-26 

文化施設 学習施設 就業改善センター 植竹 900-1 

神泉定住促進センター 

（ステラ神泉） 

下阿久原 876 

矢納センター 矢納 503-1 

文化施設 文化財保管庫（肥土） 肥土 1205-1 

文化財保管庫（下阿久原） 下阿久原 1008-1 
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大分類 中分類 施設名称 所在地 

その他普通

財産 

その他普通 

財産 

矢納体育館 矢納 563-1 

旧いずみ幼稚園 上阿久原 56 

二ノ宮集出荷所 二ノ宮 166-2 

ボランティアセンター 関口 110-9 

植竹駐輪場 植竹 1385-11 

下阿久原倉庫 下阿久原 1008-1 

公園緑地 都市公園 美原公園 元原 200-9 

丹荘公園 八日市 2570-7 

神川ゆ～ゆ～ランド 小浜 1504-33 他 

青柳公園 新里 2787-1 

池田公園 池田 814 

新宿ふれあい公園 新宿 1215-1 他 

駒形公園 二ノ宮 808-14 

金鑽清流公園 二ノ宮 757 

神流川水辺公園 渡瀬 1017-1 

高橋記念公園 肥土 478 

児童公園 八幡神社境内 新宿 284 

元三大師境内 二ノ宮 667-1 

光明寺境内 新里 1828-2 

万日堂境内 新里 1595 

赤羽 新里 1225-1 

前組上（稲荷神社） 新里 2022-129 

前組下 新里 2241-1 

御霊神社境内 中新里 48 

小浜向 小浜 157 

観音寺境内 貫井 157-1 

植竹ポケットパーク 植竹 315-1 

池上神社境内 関口 38-1 

日枝神社境内 四軒在家 134-1 

稲荷神社境内 元阿保 538 

熊野神社境内 八日市 527-1 

三原集会所 熊野堂 200-1 

木ノ宮神社境内 渡瀬 737-1 

町営渡瀬住宅広場 渡瀬 1000-1 

小公園 下阿久原 919-1 

運動公園小公園 下阿久原 579-1 

その他公園 北塚原公園 新里 186-1 の一部 

中央公園 植竹 902-1 

コミュニティ運動広場 八日市 2-16 

ほたる池 肥土 621-1 

ほたる公園 関口 422-1 

秩父瀬神流パーク 下阿久原 110 

鳥羽川河川公園 矢納 503-1 

親水公園 上阿久原 120-1 

 


